
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
変      更     後  

 

現          行 

 【21頁】 

＊令和５年６月９日改定 

１３（公財）長野県下水道公社 

改 革 方 針  自立的な運営 

主な見直し・

対応予定 

平成24年度    県流域下水道終末処理場のうち１つの処理場で、

試行として発注及び評価・監視等下水道管理者

の業務を県が行い、その他の業務については民

間事業者が行う。 

平成26年度末  県職員派遣を廃止 

平成27年度   全ての流域下水道終末処理場で本格的に実施 

令和５年度   水道分野に事業拡大 

団体の位置づけ 

・改革の理由

と具体策 

当公社は、県流域下水道終末処理場の維持管理業務並びに市町村の公

共下水道管渠の工事設計・施工監理及び終末処理場の維持管理業務を実

施してきた。 

終末処理場の維持管理業務については、民間委託業務に係る積算や運

転操作の監督（運転操作については再委託）、水質管理等下水道管理者

である県や市町村が民間に任せられない業務を代行してきた。 

従来公社の管理職ポストの多くを県派遣職員等が占めていたが、プロ

パー職員の登用を図り、団体としての自立性を高めていくことが必要で

あることから、公社は「公社自立へのアクションプラン」に基づきプロ

パー職員の育成を進め、平成 26 年度末には県職員の派遣を廃止するな

ど公社のスリム化と自立化を図ってきた。 

平成 24 年度から諏訪湖流域下水道終末処理場における試行を経て、

平成 27年度からは全ての処理場において、県が直接民間事業者に発注

し、その運転操作の評価・監視業務についても県が直接行っている。 

このため、県は公社に代わる流域下水道の管理体制を整備し、公社か

ら県に技術移転を進めてきた。 

一方、専門技術職員を単独で配置できない市町村の要請を踏まえ、今

後とも公社は、市町村の下水道管渠の工事設計・施工監理、処理場の運

転管理などの支援を継続していくとともに、同様に市町村から要請が強

い水道分野の技術支援にも事業を拡大する。 

 

 

なお、平成 25年４月に公益財団法人へ移行した。 

 

 

【21頁】 

＊令和７年９月 22日改定 

１３（公財）長野県下水道公社 

改革方針 自立的な運営 

主な見直し・

対応予定 

平成24年度    県流域下水道終末処理場のうち１つの処理場で、

試行として発注及び評価・監視等下水道管理者

の業務を県が行い、その他の業務については民

間事業者が行う。 

平成26年度末  県職員派遣を廃止 

平成27年度   全ての流域下水道終末処理場で本格的に実施 

令和５年度   水道分野に事業拡大 

団体の位置づけ 

・改革の理由

と具体策 

当公社は、県流域下水道終末処理場の維持管理業務並びに市町村の公

共下水道管渠の工事設計・施工監理及び終末処理場の維持管理業務を実

施してきた。 

終末処理場の維持管理業務については、民間委託業務に係る積算や運

転操作の監督（運転操作については再委託）、水質管理等下水道管理者

である県や市町村が民間に任せられない業務を代行してきた。 

従来公社の管理職ポストの多くを県派遣職員等が占めていたが、プロ

パー職員の登用を図り、団体としての自立性を高めていくことが必要で

あることから、公社は「公社自立へのアクションプラン」に基づきプロ

パー職員の育成を進め、平成 26 年度末には県職員の派遣を廃止するな

ど公社のスリム化と自立化を図ってきた。 

平成 24 年度から諏訪湖流域下水道終末処理場における試行を経て、

平成 27年度からは全ての処理場において、県が直接民間事業者に発注

し、その運転操作の評価・監視業務についても県が直接行っている。 

このため、県は公社に代わる流域下水道の管理体制を整備し、公社か

ら県に技術移転を進めてきた。 

一方、専門技術職員を単独で配置できない市町村の要請を踏まえ、公

社は、市町村の下水道管渠の工事設計・施工監理、処理場の運転管理な

どの支援を継続していく。 

また、市町村からの強い要請に基づき、令和５年度から開始した水道

分野の技術支援の事業拡大に伴い、令和８年４月から公社の名称を「長

野県上下水道公社」に変更する。 

なお、平成 25年４月に公益財団法人へ移行した。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
変      更     後  

 

現          行 

 

改革実施に 

よ る 効 果  

・プロパー職員の管理職ポストへの登用 

・公社内における創意工夫の発揮と団体の自立 

・専門性を活かした市町村への支援の充実 

・流域下水道における民間活力のさらなる利用と維持管理費の 

削減 

改革実施に 

おける留意点 

・流域下水道管理に従事している公社プロパー職員の処遇に配

慮 

・流域下水道関連市町村の理解と協力 

・ＷＴＯ協定に基づく国際入札による地域経済への影響につい

て配慮 

・市町村等に対する水道事業への支援について企業局と調整し

対応 

 

 

改革実施に 

よ る 効 果  

・プロパー職員の管理職ポストへの登用 

・公社内における創意工夫の発揮と団体の自立 

・専門性を活かした市町村への支援の充実 

・流域下水道における民間活力のさらなる利用と維持管理費の 

削減 

改革実施に 

おける留意点 

・流域下水道管理に従事している公社プロパー職員の処遇に配慮 

・流域下水道関連市町村の理解と協力 

・ＷＴＯ協定に基づく国際入札による地域経済への影響について

配慮 

  ・市町村等に対する水道事業への支援について企業局と連携し  

対応 

 


